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2019 年 3 月 15 日、日本天文学会は「天文学と
安全保障との関わりについて」という声明を公表
した。そこには「日本天文学会は、宇宙・天文に
関する真理の探究を目的として設立されたもので
あり、人類の安全や平和を脅かすことにつながる
研究や活動は行わない」と述べられている。この
声明公表に至る日本天文学会内での議論の経緯は
すでに紹介した。
2017 年 3 月 24 日に、日本学術会議が公表した

声明「軍事的安全保障研究について」に対応し
て、学会が全体として真摯な議論に取り組んだの
は、私が知る限り日本天文学会だけである。声明
のとりまとめという結果よりも、できることなら
避けて過ごしたいと思うような本質的な問題に正
面から向き合ったことこそ、評価されてしかるべ
きだと考える。
《巨大化する現代科学と研究費》
東京新聞は、2019 年 9 月 10 日の朝刊 1 面に

「『防衛省助成に応募しない』一転 国立天文台、
軍事研究容認も」という記事を掲載した。国立天
文台は 2016 年の教授会議で、防衛装備庁の安全
保障技術研究推進制度には応募しないことを決め
ている。しかし天文台執行部は、その部分を削除
し、研究成果を自由に公開できるなどの条件を満
たせば応募できる、という改定案を、7 月の教授会
議に提案したという。ただし、軍事利用を直接目
的とする研究は行わないという部分は残されてい
る。今回の提案の背景にあるのは、基礎研究をめ
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ぐる研究費不足の問題である。
過去数十年で、天文学の国際化およびビッグサ

イエンス化は、急速かつ不可逆的に進行してき
た。2015 年に一般相対論の予言する重力波の直接
検出を成し遂げ 2017 年度のノーベル物理学賞を
受賞した LIGO 実験には、総額 600 億円以上の予
算が費やされ、発見論文の共著者は全部で 1011
人にものぼる。その後、中性子星連星からの重力
波が発見された際の多波長追観測論文には、世界
中の異なる 953 研究機関に所属する 3600 名以上
の天文学者が共著者として名を連ねている。
2019 年 4 月にブラックホールの「影」の撮影

成功を発表したイベント・ホライズン・テレスコ
ープチームは 2020 年の基礎物理学ブレイクスル
ー賞を受賞した。これは世界中の既存の電波望遠
鏡を駆使した観測であるので、そのためだけの研
究費は計算できないものの、4 月 10 日に発表され
た 6 つの論文の共著者は 347 名である。このよう
に、最先端の天文学研究は世界的な枠組みのもと
で互いに責任を果たすことが不可欠だ。つまり、
それ自体が、他には例を見ない規模の国際協力と
信頼関係の構築に貢献しているのだ。
日本は、すでに稼働中のハワイのすばる望遠鏡

やチリのアルマ望遠鏡に加えて、現在建設中の
TMT(口径 30 メートル望遠鏡）にも参加してい
る。TMT の建設には少なくとも 2000 億円が必要
であり、日本はその 4 分の 1 の 500 億円程度を負
担する予定である。これ以外にも数多くの国際共
同プロジェクトが計画中であり、それらに参加

9 月 10 日の東京新聞に《「防衛省助成に応募しない」一転「国立天文台、軍事研究容認も 所属研究者
ら反発」》という記事が掲載され、衝撃を受けた方も多かったと思います。その後 9 月 25 日に、朝日新
聞のデジタルサイト「論座」（9 月 25 日）に須藤先生が表題の論考を掲出されました。国立天文台では議
論が続いており、まだ何か決定されたわけではありませんが、今どういう問題が生じているかについて皆
様に知っていただきたいと考え、須藤先生及び「論座」編集部のご厚意で転載させていただきます。
（https://webronza.asahi.com/science/articles/2019091900010.html?page=3）
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し、世界の天文学において日本が今まで以上に貢献
し続けることは本質的である。これらを取りまとめ
て日本の天文学研究を主導する立場にあるのが、国
立天文台である。とはいえ、逼迫している日本の財
政状況では、それらの予算措置は決して容易なこと
ではなく、安全保障技術研究推進制度にすがりたい
という気持ちもわからないではない。
しかしそれは歯を食いしばってでも我慢すべきだ。そ

の理由は私もすでに数回にわたって紹介してきたし、池
内了氏の『科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけ
ないか』(みすず書房)において、徹底的に論じ尽くされ
ている。ぜひともご一読をお薦めしたい。

《圧倒的に少ない日本の教育分野の公的負担》

対GDP比で見た国別の教育費への公的支出

よく知られているように、日本の中等高等教育の
支出額は対 GDP 比では、先進国で最低レベルにあ
る（表参照）。国立大学の運営費交付金は過去 5 年
間ほぼ横ばいであるものの、それ以前の 10 年間で
毎年 1 パーセント以上減額されてきた。日本人ノー
ベル賞受賞者の方々や国立大学協会、日本学術会議
などが、この危機的状況の打開を繰り返し訴えてき
たし、マスコミもまた幾度となく取り上げてきた。
さらに、初等中等教育機関の窮状は、高等教育機関
どころではなく、もはや悲惨としか言いようがな
い。にもかかわらず、一向に変わる気配が感じられ
ない現場は無力感に苛まれている。
つまり今回の問題は国立天文台に限らず、日本の

教育・研究に対する政府のサポートの薄さという普
遍的な視点で論ずるべきである。これは現在の政府
における文部科学省と防衛省の力関係を如実に反映
している。そのため、基礎研究は防衛省ではなくあ
くまで文部科学省の研究費で行うべきだとする私の
主張を、理想論に過ぎないと批判する人も多い。し
かし、これは国民の税金をどのミッションに分配す
るのがもっとも有効かつ合理的なのかという観点か
ら本来議論されるべきなのだ。
1 機が 100 億円以上もする米国のステルス戦闘

機 F35 を今後 5 年間で 100 機購入することが、現
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実的に日本の安全保障にどれだけ意味をもっている
のか。そのうちのわずか 5 機分の予算を防衛省か
ら文部科学省に移算した上で、TMT の建設費とし
て提供するほうが、より本質的な国際平和への貢献
となるのではないか。この意見を非現実的であると
嘲笑する人は多いだろう。しかし逆に、5 機の
F35 を購入することが、日本の安全保障に役立つ
と本当に信じている人たちがどれほどいるだろう。
声明の後半にある「日本天文学会は、科学に携わ

る者としての社会的責任を自覚し、天文学の研究・
教育・普及、さらには国際共同研究・交流などを通
じて、人類の安全や平和に貢献する」は、決してき
れいごとではなく、LIGO の例でも明らかなよう
に、具体的に証明されている。
いずれにせよ、国立天文台は全国共同利用研究所

として、日本の天文学研究において重要な観測施設
の運営を任されている。したがって、安全保障技術
研究推進制度への応募の是非は、台内の執行部の提
案だけで決めるべきものではない。台内の全職員は
言うまでもなく、より広く台外の天文学研究者の意
見に耳を傾け、時間をかけて慎重に議論を進めるべ
きである。
   ＊＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊＊

【須藤靖 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教
授。1958 年高知県安芸市生まれ。第 22 期・第 23
期日本学術会議会員。主な研究分野は観測的宇宙論と
太陽系外惑星。著書に『ものの大きさ』、『解析力学・
量子論』、『人生一般二相対論』（いずれも東京大学出
版会）、『一般相対論入門』（日本評論社）、『三日月と
クロワッサン』、『主役はダーク』『宇宙人の見る地
球』（いずれも毎日新聞社）などがある。】
  ＊＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊…＊＊＊

《関連資料》

文科省が 2018 年 7 月に作成した資料「日本の研
究力低下の主な経緯・構造的要因案参考データ集」
に上の図が掲載されている。この 15 年間で国立・
私立への交付金・補助金は 1554 億円も減り、科
研費 456 億円増を加えても 6％減、他の競争的資
金増を加えても 5％減であることがわかる。
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これは防衛装備庁の外園博一防衛技監が今年 6
月に発言したものである。（「世界」10 月号 千葉紀
和「進化するＡＩ兵器」より）
氏はこの制度を創った一人であり、2015 年に次

のように語っていた。「この制度は 将来を見据え
た装備品を作るためのハイレベルで具体的な課題を
防衛省が設定をします。その課題設定に対する解決
手法は応募される方から提案して頂き、その中から
優れた方にファンディングして研究を推進して頂く
と考えています。他府省と違うところは、研究さら
には開発に繋げるのは防衛省自身ですので、確固た
る出口戦略を示すことができると考えています。わ
れわれのファンドは、最終的に研究試作とか開発試
作として、 われわれが出口まで引っ張っていきま
す。基礎的な分野でわれわれの期待する成果を創出
できる制度を作ることにより、米軍のようにファン
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ディングしていけるわけです。」 （防衛技術ジャー
ナル 2015 年 1 月号「将来を見据えた防衛装備の
開発態勢を目指して」より）
しかし学術会議声明が出され、彼の狙いは失速

し、今回二次募集をするという失態を曝け出した。
それでも６月の発言のように、さらに巨額の金を積
み研究者を釣ることを考えているのだろうか。
彼は 7 月の経団連防衛産業委員会総会でも「防衛

装備庁における研究開発について」講演し、従来の
陸・海・空に加え、宇宙・サイバー・電磁波といっ
た新領域においても研究開発を推進することや、研
究開発の迅速化・効率化、オープンイノベーション
の活用を強調した。（経団連タイムス 2019.9.5）
防衛装備庁はこのように日本の軍事化に科学者を

動員しようと必死である。その狙いを見据え、私た
ちも腰を据えて取り組んでいきたい。（小寺隆幸）
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「安全保障技術研究推進制度を今後２年間で総額 500億円まで伸ばす」

本年度の防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」に応募・採択された山口大学に、軍学共同反対連絡
会は抗議文を提出しようとしたが、山口大学は抗議文の受け取りを拒否した。拒否の理由を尋ねても答え
ないという異常ぶり。
軍学共同反対連絡会は、これまで同制度に応募した多くの大学を訪問し抗議文を提出してきたが、私学

を含めて受取を拒否した大学はひとつもなかった。ましてや、国民の税金で運営されている国立大学が受
取を拒否し、その理由も言わないなどということは絶対に許されることではない。
そこで１０月１０日、山口大学学長に以下の抗議・要請文を郵送及びメール添付で送付した。



日野川静枝（拓殖大学人文科学研究所客員研究員）
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１．はじめに
2000 年 9 月にニューヨークで開かれた国連ミレ

ニアム・サミットを、ご記憶されているでしょう
か。「ミレニアム宣言」を承認し、2015 年までに
達成すべきと期限を決めて８つの目標を定めた「ミ
レニアム開発目標」の１番目が、「極度の貧困と飢
餓の撲滅」でした。しかし、残念ながら世界の現状
は、「極度の貧困と飢餓の撲滅」どころかその増長
へと突き進み、政治・経済・軍事の混迷の坩堝と化
しているように思えます。私は、こうした現実を生
じさせている要因のひとつが、まさに軍事力維持に
不可欠な兵器産業の存在であり、武器の交易ではな
いかと考えています。
ちなみに報道によれば、2018 年の世界の軍事支

出は、前年より 2.6％増えて 1兆 8220 億ドル（約
200 兆円）で、1988 年の統計開始以来で過去最高
ということです。もちろん１位はアメリカで 6490
億ドル、その金額は２位以下の 8 ヵ国の合計とほ
ぼ同規模だそうです。アメリカの軍産学複合体制は
有名ですが、さまざまなデータから推測するに、国
内に兵器産業をもち武器の交易もしているアメリカ
以外の国々でも、アメリカ同様の軍産学複合体制が
おそらくつくられているのでしょう。
こうした現状を変えない限り、「極度の貧困と飢

餓の撲滅」は永遠に達成できないのではないでしょ
うか。なぜなら、戦争に勝ち・負けはない、戦争に
敵・味方はない、戦争の本質とは生・死の問題で人
類の延命に関係する基本的問題と考えている私にと
って、戦争は限りある資金・資源・労力の無益な消
耗としか思えないからです。
これからお話する時代と舞台は、1929 年の世界

大恐慌後のアメリカ、1930 年代前半のバークレー
のカリフォルニア大学です。カリフォルニア州の州
立大学であるこの大学は、第２次世界大戦中の原爆
開発にも深くかかわり、ニューメキシコ州に新設さ
れた科学者たちの収容所ともいえる原爆開発研究所
（ロスアラモス研究所）を運営し
てきました。第２次世界大戦後に
は誰の眼にも明らかとなるアメリ
カの軍産学複合体制ですが、私は
その起源が 1930 年代にあると考
えてバークレーのカリフォルニア
大学に注目しています。

本稿は連絡会会員の日野川静枝氏に寄稿していただいた。1930 年代のカルフォルニア大学の学長が、
その理念とは裏腹に、大恐慌後の財政難の中で外部資金獲得に動き、それが科学の軍事化を生み出してい
った経緯が描かれている。まとめに記されている「公共の福祉のための恩恵が、なぜ事業への投資という
役割を負わなければならないのか」という問いは、現在の日本の大学に通じる。
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２．就任当初の学長スプロールの認識
ここで使用する資料は、「カリフォルニア大学の

学長報告 1930-1932」です。これらは、大恐慌後
に就任した新学長ロバート・G・スプロール
（1891-1975） に よ る 、 在 任 期 間 28 年 間
（1930-58 年）の最初の学長報告です。ちなみに
「カリフォルニア大学の学長報告」は、カリフォル
ニア大学学長からカリフォルニア州知事に２年毎に
提出される、教育・研究全般についての大学運営の
報告です。
学長スプロールは、大学における研究の意義や学

問の自由に繋がる研究の自由の重要性について、
「人間の進歩にとって不可欠な大学の研究」という
見出しのもとにつぎのように記しています。：すで
に知られている基礎の上では、思考力はうまく働か
ない。もしも進歩をめざすならば、“役に立たない研
究”と思われる研究でも不可欠なのだ。すでに発見
されたものを教えるだけなら、それは停滞である。
進歩は常に、斬新な思考の産物であると。
また彼の社会における大学の役割や存在意義につ

いての認識は、つぎのようなものでした。：大学
は、賢明な市民に対しては問題解決の方法を示唆す
る。そしてまた指導者層に対しては、その基礎を築
くために存在している。そのためにこそ大学は、フ
ァカルティのメンバーに対して完全な自由を許すこ
とを重視していると。
さらに報告は、大学における諸分野の研究がいか

にカリフォルニア州の「公衆にとっての多大な価
値」であるかを、つぎのように強調しています。：
科学と工学の分野において、それは発見や改善され
た技術的プロセスの開発を必ず含んでいる。農業、
商業、教育、家政－これらやほかの多くの分野にお
いても、実情調査が最高の重要性をもつ。政治学の
研究は、政府の理解しにくい諸問題の理解や、それ
らの解決策を助けるのに必要である。経済のひずみ
に満ちた世界において、経済学の研究は基本的な重
要性をもっていると。
つまり、この時点における学長スプロールの認識

は、カリフォルニア大学がまさに州民の大学であ
り、州民のためのものであることや、それが価値の
低いあるいは価値のないものではなく、州民の知性
や道徳的な幸福と最も高度で気高い関係にある存在
なのだと、説いているように理解できます。しか
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し、こうした学長の志向は大恐慌後のカリフォルニ
ア州の歳入不足という財政危機のなかで、はたして
貫徹できたのでしょうか。
３．大恐慌後の財政難から、給料削減と学外からの
研究資金の呼び込みへ
学長報告は、「人間の進歩にとって不可欠な大学

の研究」、その研究成果の長期間にわたって実現さ
れる経済的効果の重要性も強調していました。しか
し同時に、これから直面するだろう現実の研究資金
の困難性も予測していました。
報告によれば、州財政から支出される大学への研

究補助金の金額は、1930-31 会計年度よりも
1931-32 会計年度には一時増額されましたが、そ
の後は 1932-33 会計年度の$97,495 から 1933-
34 会計年度の$76,500 へと 20 パーセント以上も
減額され、「近頃の数年でかなり少ない額になっ
た」と記されています。こうした現状では州からの
研究補助金の増額などは望みなく、さらに学外から
の寄付金も衰退していました。その結果、大学にお
いては新たな研究に着手することも抑制されて、実
施中の研究を継続するだけで精一杯という状態にな
ります。そこで学長スプロールは、どのような策を
とったでしょうか。その１つが給料削減の策、もう
１つが外部からの研究資金の呼び込みの策でした。
「学長報告 1930-1932」にはつぎのような記述

があります。：大学のたくさんのスタッフたち―全
部で３０００人以上―が、これまでに決してないよ
うなその結束した連帯意識で、一致団結してその支
援に結集した。その精神の明らかな表れは、ファカ
ルティと管理スタッフが彼らの毎月の給料から自発
的な寄付金によって、30 万ドル以上を州の公庫に
もどすという活動だった。1932-1933 年には、―
そうして、カリフォルニアの公的基金における不足
額を埋め合わせるための援助に努めていると。
この報告からは、大学の構成員すべてが一致団結

して「自発的な寄付金」という給料削減に応じたよ
うに読めますが、それは事実と異なります。学内の
現場の声が聞こえてくる資料である、1932 年 9 月
15 日発行の『ファカルティ・ブレティン』からは
つぎのような側面が見えてきます。そこには、もし
も大学が今年の運営費の削減を達成して、それによ
って州に戻すことのできる資金が州の歳入において
不可避である不足額を相殺できない場合には、重大
な政治的難問題が作り出されるだろうと記されてい
たのです。つまり、大学は重大な政治的難問題の発
生を避ける目的で、「それが大学にとって最も少な
い害である」と判断して、3000 人以上のスタッフ
を対象に給料削減の策を選択したといえるでしょ
う。
それではもう１つの大学の対応策である、学外か

らの研究資金の呼び込み策とその結果について検討
しましょう。研究現場からの補助金の要求額と実際
の支給額との大きな隔たりは、研究現場にさまざま
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な矛盾を生むことになったでしょう。私はこうした
視点から、ファカルティのメンバーが外部からの研
究資金の獲得に向かう起点を 1933-34 会計年度と
推測しています。実際に、1933 年の学年暦が開始
されて最初に開かれた 10 月 6 日の研究委員会で
は、委員会の責任者から「研究プロジェクトの学外
支援への申し込み」について報告があり、多数の提
案が出されている現状が示されています。またこの
会議では、学外からの研究資金の獲得にあたって留
意すべき点も検討されました。大学が最も留意して
いた点は、「大学に保有された全面的な諸権利」の
維持・保全であったと考えられます。それは、研究
資金の管理から研究成果の公表まで、州立大学とし
てのカリフォルニア大学が社会の中で果たすべき大
学の使命を全うするために、基本となる大原則と認
識されていたのでしょう。
とはいえ実際にはさまざまな問題が生じて、つい

に学長は翌年の 1934 年 9 月 15 日発行の『ファ
カルティ・ブレティン』に学長告示、「方針―人々
と産業とに対する大学の貢献」を掲載することにな
ります。しかし、現状は同時に特許問題を発生させ
て、この学長方針とも矛盾する状態をつくりだして

学長方針の１年前、1933 年 9 月 15 日発行の
『ファカルティ・ブレティン』には、1932 年に就
任した新しい物理学科長によって、「物理学の研究
活動」が記されていました。財政難から研究活動の
抑制がいわれていた 1933-34 年の学年暦に、物理
学科には海外からも含めて学外から合計 16 名の研
究者が滞在予定ということでした。そのうちの 9
名が放射線研究所です。アーネスト・O・ローレン
ス(1901-1958)たちの研究が、というよりはむし
ろローレンスの発明した加速器サイクロトロンが、
いかに原子核研究分野の世界で注目されていたかが
わかります。
しかし、州も大学も財政難に直面しているこの時

期、放射線研究所の財源はどこにあったのでしょう
か。この問いに関係して興味深い証言があります。
1938 年にイタリアからアメリカに亡命してカリフ
ォルニア大学の放射線研究所に所属していたエミリ
オ・セグレ(1905-1989)の証言です。彼は、放射
線研究所は普通の大学の研究所とはたいへん違う構
成になっていた。このために大学の理事たちは、早
くも 1932 年にそれが物理学科とは別個の存在だ
と認めることになったと記しています。
セグレの指摘は、つぎのように検証することがで

きます。放射線研究所は 1932-33 会計年度から、
物理学のプロジェクト NO.424、執行者 E.O.ロー
レンスとして、物理学科が大学から支給される物理
学科全体で使用する研究補助金とは別に、研究補助
金を支給されています。その初年度の決定額は
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1000 ドルでした。さらに研究委員会の資料によれ
ば、物理学科全体の研究補助金が削減傾向を示して
いる時期に、放射線研究所の研究補助金が増加傾向
にあったことも明らかです。
こうした事実は、何を物語っているのでしょう

か。セグレは言及していないのですが、放射線研究
所がまさにこの時期から受け取ることになる学外か
らの研究資金の影響であろうと、私は推測していま
す。大学にとっても、世界にアピールできる研究成
果を出すような研究現場を維持しながら、同時に大
学自身の財政負担を軽減する方法、それがまさに学
外からの研究資金の呼び込みであったはずですか
ら。その手がかりは、1935 年 4 月 13 日付の研究
委員会の中間報告に記されていました。学内の研究
資金についての報告とは別に、「研究のための寄付
金」の受け取り報告でつぎのように述べられていま
す。「リサーチ・コーポレ―ション」から 1935 年
3 月 12 日に、放射線研究所の研究計画を支援する
今年度の 5000 ドルの補助金のうち 4 回目の
1000 ドルの分割払い金があったと。
この事実からつぎのことがわかります。一方では

大学からの研究補助金として、1934-35 会計年度
には 1800 ドルの要求額に対して 1000 ドルの支
給額しか決定されなかった放射線研究所です。しか
し他方では、同年度に学外の組織であるリサーチ・
コーポレーションから年間 5000 ドルの研究資金
を得ることができたのです。すでにこの時点で、放
射線研究所を支える研究資金は、大学の補助金をは
るかに上回る金額の学外からの研究資金であったこ
とが判明します。しかも、このリサーチ・コーポレ
ーションは、特許を介して営業をしているような民
間企業です。放射線研究所への研究資金の提供も、
サイクロトロンの特許問題と深くかかわっていたで
あろうと推測できます。しかし残念ながら、私はま
だ関連資料を十分に入手できておりません。そこ
で、先行研究の成果も取り入れながら、リサーチ・
コーポレーションと大学との関係、さらにはローレ
ンスによるサイクロトロンの特許との関係を概略し
てみましょう。
５．ゆれる大学の特許方針
1930 年代初期、財政難に直面したさまざまな大

学は、学内での研究成果を特許にとって研究資金を
獲得しようとしました。試みられたいずれの方法に
おいても、留意点は大学が特許を介して営利を目的
とするような事業（ビジネス）に直接に入り込むこ
となく、ある程度の特許の管理を維持すると同時
に、ある程度の特許からの報酬も手にすることがで
きるようにというものでした。こうした社会的状況
のなかで、カリフォルニア大学の場合には学外組織
のリサーチ・コーポレーションとの接触が開始され
たと考えられます。担当者は、研究委員会のなかの
特許政策委員会の議長です。
1931 年の春遅くには、リサーチ・コーポレーシ
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ョンの創設者である F. G.コトレル(1877-1948)と
研究委員会とが非公式な予備会談をおこない、両者
にとって有望とされるような討議がなされました。
1931 年 5 月 18 日付の研究委員会の責任者から学
長への手紙には、つぎのような記述があります。：
リサーチ・コーポレーションからの 5000 ドルの
懸案の補助金を受領したという正式な通達があれ
ば、すぐに（予算削減のために申請却下とされたプ
ロジェクトについても―引用者）申請を認めること
ができる。リサーチ・コーポレーションからの寄付
金を処理する方法は、簿記の変更を伴わない。なぜ
なら、その 5000 ドルの申し込まれた補助金は、
多目的な研究資金への寄付を意味しているからと。
おそらく、リサーチ・コーポレーションからの補

助金は、「バークレー・キャンパスにおける自然科
学研究への一般的支援」ということで開始されたと
考えられます。それは、申請却下から一転して申請
が受理されるかもしれない申請者の専門分野から判
明します。それがなぜ、支援対象を放射線研究所に
絞ることになったのでしょうか。
1932 年 5 月 12 日付で研究委員会の責任者から

学長に送られた、1932-33 会計年度の研究補助金
予算編成の資料を検討しましょう。放射線研究所が
独自のプロジェクトとして、大学からの研究補助金
1000 ドルが割り当てられることになる年度です。
しかし、この予算編成の資料には、学外から獲得さ
れる研究資金 6810 ドルの引当金のうちの 5605
ドルを、放射線研究所に割り当てると記されていま
す。つまり、放射線研究所は学内の研究補助金の 5
倍以上の金額の学外から獲得された研究資金を伴っ
て、独自のプロジェクトとして運営されることにな
ったと考えられます。この時の学外からの研究資金
の提供者として、リサーチ・コーポレーションが含
まれていたことはいうまでもないでしょう。
さらに資料を調べると、5 月 12 日の約 1 か月前

の 4 月 14 日の研究委員会議事録に添付された資料
の放射線研究所の項目には、「大変満足のいく協定
(アレンジメント)が、これらの諸研究の支援のため
に、リサーチ・コーポレーションやケミカル・ファ
ンデーションと共につくられた」と、記されていま
した。おそらくリサーチ・コーポレーションやその
パートナーといわれているケミカル・ファンデ―シ
ョンは、ローレンスとの間で何らかの協定を結ぶこ
とによって、その支援対象を放射線研究所に絞るこ
とになったと推定できます。しかも、その協定の内
容には必ずやサイクロトロンの特許問題が含まれて
いたに違いないのです。
そのことを明白に裏付けていると思われる資料が

あります。それは、1932 年 2 月 15 日発行の『フ
ァカルティ・ブレティン』に掲載された、「発明に
ついての特許」とタイトルが付けられた小さな記事
です。この記事は、学長スプロールの勧めによっ
て、理事たちが 1931 年 9月 15 日の会合で決議し
た内容を記していました。そこには、当時の特許方
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針ともいえる 1926 年 3 月 9 日付の理事たちの議
決が取り消され、特許可能であるもの(マテリアル)
を開発しているファカルティのメンバーに活動の完
全な自由を認めるという目的から、新たな方針が示
されていました。それが、「特許の資金調達と譲渡
のため」になされる、カリフォルニア大学の新たな
特許方針です。この新たな方針が、ローレンスとリ
サーチ・コーポレーションとの間の協定づくりにも
反映されていることは、確かなことでしょう。ちな
みに、サイクロトロンの特許出願は 1932 年 1 月
26 日、特許取得が 1934 年２月 20 日です。
これまでに明らかになった点は、つぎのようなも

のです。大恐慌後の 1930 年代に、サイクロトロ
ンの特許を介してリサーチ・コーポレーションと結
びつくことによって、巨大科学の舞台となるバーク
レーのカリフォルニア大学の放射線研究所は実現し
たということです。これがまさに、カリフォルニア
大学の新たな特許方針にもとづく、大学における特
許問題のはじまりとなります。なぜなら、それは学
長の示した「方針(Policy)―人々と産業とに対する
大学の貢献」、すなわち社会における大学の意義と
役割とに矛盾する問題を含んでいたからです。戦後
には、この方針の改定問題にまで発展します。そこ
で示された大学の姿勢は、軍産学複合体制の確立に
むかうような戦時体制の維持であり、1930 年代最
初期に学長スプロールが示していた「州民の大学、
州民のための大学、州民の知性や道徳的な幸福と最
も高度で気高い関係にある存在としての大学」など
では、決してないでしょう。
6．おわりに
最後に、大学と特許問題について少し補足をいた

します。それは、特許問題が引き起こす研究現場の
困難性についてです。1933 年にアメリカの科学雑
誌『サイエンス』の「討論」欄に、A.グレッグ
(1890-1957)がこの問題について投稿していま
す。とても重要です。
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彼は当時、ロックフェラー財団の医学部門の責任
者を務め、多くの大学、さまざまな研究者と交わり
ながら、大恐慌後の大学の研究現場が研究資金の不
足にいかに苦しんでいるかを十分に理解していまし
た。それだけ、財源づくりのために特許を取得しよ
うとする行為についての倫理的な、道徳的な正当性
を問題にしてはいないのです。しかし、その問題を
度外視したとしても、少なくとも大学における特許
問題にはつぎのような危険性があると指摘していま
す。それは、1．着想や情報の寛大な交換を封ず
る、2．批判的かつ公平な態度をとれなくしてしま
う、3．論争と敵意をもたらす、4．訴訟によって
時間と財源を浪費させることになる、5．研究テー
マの選択にも影響を及ぼす、6．研究資金の確保が
研究成果の特許権の取得によるものと判断される
と、公衆は喜んでそれに同意して、大学の研究への
支援を放棄するかもしれないなどです。
さらに重要だと思われる点は、グレッグのつぎの

ような問いでしょう。それは、公共の福祉のための
恩恵が、なぜ事業への投資という役割を負わなけれ
ばならないのか。そして、抜け目なく運営される企
業と比べるとき、大学の研究における特殊な機能は
どうなるのだろうかというものです。この問いは、
現在、私たちがしっかりと考えなければならない問
題ではないでしょうか。
なお、放射線研究所のその後の変貌や、大学が政

府諸機関と結ぶ研究契約の間接経費問題など、
1930 年代後半から 1940 年代初頭のバークレーの
カリフォルニア大学については、つぎの URL で拙
稿をご参照いただければ幸いです。（ 参照文献、
http://id.nii.ac.jp/1579/00000148/ ）

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

日野川静枝
所 属 ： 拓 殖 大 学 人 文 科 学 研 究 所 客 員 研 究 員
学 会 ： 日 本 科 学 史 学 会 、 日 本 ア メ リ カ 史 学 会
研究領域：
著書：『サイクロトロンから原爆へ』

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

9

テーマ：理性と希望の平和な時代を拓く ― 実現しよう！個人の尊厳と生活の安心 ―
  日 時：2019 年 11 月 30 日（土）～12 月 1 日（日）
  場 所：中央大学多摩キャンパス 東京都八王子市東中野７４２-１
  主 催：日本科学者会議東京支部    参加費 一般 2000 円 院生・学生 1000 円

第 4 分科会：今、あらためて科学は平和のために―軍学共同の現段階と今後の展望を探る
（責任者：浜田盛久・小寺隆幸・多羅尾光徳）

日本学術会議は 2017 年 3 月、「軍事研究を行わない」という趣旨の 1950 年、1967 年声明を継承する新声明「軍
事的安全保障研究に関する声明」を幹事会決定した。新声明が学術界に与えた影響は大きく、2018 年度以降、防衛
装備庁の「安全保障技術研究推進制度」への大学からの応募・採択数 は激減した。一方、公的研究機関や企業から
の応募・採択数が増えており、本制度を梃として、日本社会に軍産学複合体が形成されていくことが懸念される。本
分科会では、軍学共同をめぐるこのような新しい状況の下で、大学のあり方や科学者の社会的責任など、今後の展望
を議論する。
時程11 月 30 日  9:30～受付 10:00～12:15 分科会１ 13:15～17:15 特別報告 17:30～懇親会

   12 月 1 日 10:00～12:15 分科会２ 13:15～15:30 分科会３ 15:45～18:00 分科会４
問い合わせ 第 20 回東京科学シンポジウム実行委員会 e-mail : 20th-kagaku@jsa-tokyo.jp 



      共同代表：池内 了 ・野田 隆三郎・香山 リカ
軍学共同反対連絡会ホームページ http://no-military-research.jp/
軍学共同反対連絡会事務局
   ▶事務局へのメールは下記へ 件名に［軍学共同反対連絡会］と明記してください。

小寺（kodera@tachibana-u.ac.jp） 赤井（ja86311akai@gmail.com）
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《世界で進む AI 兵器開発競争》
AI を搭載し、敵を識別し、攻撃・殺傷する無人

戦車や無人機の開発が進んでいる。今年２月だけで
も次の動きがあったという。①米陸軍は AI で標的
を認識し、自動的に撃破する火器を搭載した戦車を
作 る 「 ATLAS （ Advanced Targeting and 
Lethality Automated System）高度標的・致死性
自動システム」プロジェクトに産学の参加を求め
た。②プーチン大統領は、2 核弾頭を搭載
し無人で目標まで自力航行する原子力無人潜水艦
Poseidon が今春就役すると発言。③ロシアの軍需
企業カラシニコフは、爆弾を積み時速 130km で標
的に突っ込む高精度のドローンシステムを発表。安
価で手軽な殺傷兵器となりかねない。

これらはまだ⑴
（ロボットが標的を選択できるが人間の命令によっ
てのみ攻撃ができる兵器）や⑵

（ロボットが標的を選択し攻撃もで
きるが、人間がロボットの動作を無効にできる兵
器）のレベルである。それに対して⑶

（ロボットが人間の命令や関
与なしに標的を選択し攻撃する兵器）が《自律型致
死 兵 器 シ ス テ ム LAWS

》であり、現在、米英中露韓イ
スラエルの６ヵ国が開発を疑われている。なお国際
NGO などは⑵も規制対象とするよう訴えている。
《国際社会での規制の動き》
多くの科学者の警告を受けて、国連はこの問題

を、非人道的兵器を規制する目的で作られ 125 か
国が批准している特定通常兵器使用禁止制限条約
（CCW）の枠組みで６年間議論してきた。そして
今年 8 月 20・21 日にジュネーブで「LAWS に関
する CCW の政府専門家会合（GGE）」が 90 カ国
以上の政府代表や NGO の参加で開催され、報告書
案が合意された。合意内容は「国際人道法は
LAWS を含めたすべての兵器システムに適用され
る」、「兵器システムの仕様決定に当たっては、人間
の責任を確保しなければならない」、「LAWS を使
用する際の国際人道法の遵守」、「規制が自律化技術
へのアクセス及び平和的利用の進展を妨げるべきで
はない」などであり、11 月の CCW 締約国会議で
採択される予定だ。これは一歩前進だが、法的拘束
力はなく、LAWSの開発が止まるわけではない。
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この合意の成果と課題については「世界」10 月
号の特集「AI 兵器と人類」をぜひお読みいただき
たい。以下、その中のいくつかの論点を紹介する。
《私たちに問われていること》
＊南アフリカや非同盟など 35 カ国や NGO は法的
拘束力がある条約作成を目指すが、米露など開発６
カ国を含む９カ国は条約に強く反対している。その
間で仏独は拘束力のない政治宣言を提案している。
全会一致制の CCW では条約化は困難だが、CCW
から飛び出して条約交渉を進めても開発国は加わら
ず、なんら規制されない無法状態を招く。だが政治
宣言の採択は「帰還不能点に近づく現在の最善の選
択肢」（岩本誠吾、p.113）と言い得るだろうか？
＊日本政府は LAWSは開発しないが、「人間の関与
が確保された自律型の兵器システムは安全保障上意
義がある」という立場で規制に消極的である。（千
葉紀和、p.122 津屋尚、p.93）日本が優れたロ
ボット技術を駆使し開発競争に加われば世界の
LAWS開発を加速させる。それでよいか？
＊無差別爆撃による殺戮より、敵の兵士や指導者だ
けを「正確に」識別し、ドローンなどで確実に殺す
ほうが、一般市民の被害が少なくより「人道的」だ
という意見がある。だが戦闘員と市民の識別は困難
である。さらに根本的問題は「人の生死を人間が介
在せずに機械に任せて良いのか。自ら責任を担う主
体になりえないものに人の生死を委ねることで倫理
の底が抜ける」点にある。（土井香苗、p.102）
＊「AI は深層学習で人間の常識を超える結論を導
く。勝利という目標に有効と判断すれば人間なら回
避する残酷な手段も選択しうる。思考の過程が見え
ない AI の不気味さを感じる。」（津屋尚、p.92）
＊「自律型兵器は戦争に対するハードルを下げる。
また多くの道具は、人間の思考や行動を一定の方向
へと誘導する固有のバイアスを持つ。ドローンや自
律型兵器は相手を殺すことの心理的抵抗を下げ、常
時監視や暗殺を動機付け、付随的損害を増加させ
る。テクノロジーを考える時には、個々の道具の持
つ本質的特徴について考え、それが人間をどのよう
な志向や行動に駆り立てるか考えることが重要であ
る」（久木田水生、p.130）
私達は「この兵器と人類は共存できない」（中満泉
国連軍縮上級代表,p.84）という立場に立ちたい。




